
 
 

東日本大震災孤児・遺児への義援金寄付 
東日本大震災で、保護者が死亡又は行方不明となった児童を支援します。 

 

当社は、「東日本大震災により、保護者が死亡または行方不明となった児童（孤児・遺児）に対する、生活

及び修学の支援」を目的として、2019年 5月 15日に、『福島県東日本大震災子ども支援基金』及び『東日

本大震災みやぎこども育英基金』へ義援金の寄付を開始いたしました。今後は、2019年から 2028年までの

10年間、寄付を継続して行っていくことで、東日本大震災孤児・遺児の皆さんが笑顔になり、夢を諦めることなく

将来へ希望を持って逞しく成長していただけるよう、微力ながら支援させていただきます。 

     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文責/総務企画）          


